
清流の国ぎふ森林・環境基金事業の考え方 

清流の国ぎふ森林・環境税条例抜粋 

「森林及び河川の有する県土の保全、地球温暖化の防止、生物多様性の確保その他の公益的機能

の重要性に鑑み、その公益的機能の維持増進を図るための事業に必要な税源を確保するため」 
 

第１期～第３期までの理念 
 

「清流の国ぎふ」づくり「豊かな森づくり」「清らかな川づくり」 

 

  

これを支える「人づくり・仕組みづくり」 

                             

 

    

                      

 

 
 

第３期までの施策 
 

第１期 

・木材生産を目的にしない、公益的機能の発揮を重視した森づくり 

・多様な生物や水環境の保全 

・地域課題への対応や県民の主体的な参画を促進 

第２期 

・100年先の森林づくりの推進 ・自然生態系の保全と再生 

・ぎふの豊かな森林・水を活かした環境にやさしい社会づくり 

・人づくり、仕組みづくり    ・地域のニーズに基づいた環境保全活動の促進 

第３期 

・自然災害の頻発化、激甚化への対応 

・SDGs（持続可能な開発目標）の達成に向けた取組みの推進 

・2050年カーボンニュートラルの実現 

・地域循環共生圏構想の推進 
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自然環境を保全・再生しこれらの持つ公益的機能を高める取組み 

自然環境の保全・再生を県民全体で支えていく取組み 

資料９ 



新たな視点 

・針広混交林化 

・鳥獣害対策の強化 

・森林境界明確化、集約化 

・企業等との連携による森林の多面的活用（森林サービス産業、G－クレジット） 

 

時代の潮流 

・SDGｓ(持続可能な開発目標) 

・人口減少社会 

・NbS：Nature-based Solution（自然を活用した解決策） 

・生物多様性の保全 

・2050年カーボンニュートラル 

・気候変動 

・世界規模での木材需要の変動 

・DX（デジタル・トランスフォーメーション）と森林空間の利用 

・企業等の森林への関心の高まり 

・物価高騰 

 

 

今期（R４-７）の審議会における委員の発言 

別紙２のとおり 

 

第５期 岐阜県森林づくり基本計画策定に係る考え方 

別紙３のとおり 


